
 

鹿屋市工事成績評定要領 

（趣旨） 

第１条 この要領は、鹿屋市建設工事検査規程（平成18年鹿屋市訓令第46号）第11条の規定に基づ

き、本市が発注する請負工事（以下「工事」という。）の成績評定（以下「評定」という。）につ

いて、必要な事項を定めるものとする。 

（評定の対象） 

第２条 評定は、原則として次に掲げる工事以外の工事を対象とする。 

(１) 砂利等の散布のみの工事 

(２) 側溝清掃、道路等の降灰除去又は崩土除去の工事 

(３) 造園（緑地）等の維持管理の工事 

(４) 電気、消防施設の保守点検及び部品等の交換の工事 

(５) 道路側帯、河川等の伐採又は除草の工事 

(６) 仮設物の設置又は撤去の工事 

(７) 河川の中洲又は寄洲除去の工事 

(８) 予定価格が200万円を超えない工事 

（評定の内容） 

第３条 工事成績の評定は、施工体制、施工状況、出来形及び出来栄え、工事特性、創意工夫、社

会性等について行うものとする。 

（評定者） 

第４条 工事成績の評定を行う者（以下「評定者」という。）は、次の各号に規定する者とする。 

(１) 検査員 鹿屋市契約規則（平成18年鹿屋市規則第61号）第51条に規定する検査員をいう。 

(２) 監督員 鹿屋市建設工事請負工事契約約款（平成18年鹿屋市告示第８号）第10条に規定す

る監督員をいう。 

(３) 主任監督員 前号の監督員で、係長級以上の職にある者をいう。 

（評定の方法） 

第５条 評定は、工事ごとに行うものとする。 

２ 評定は、監督及び検査により確認した事項に基づき、評定者ごとに的確かつ公正に行うものと

する。 

３ 評定は、工事成績評定表（別記第１号様式）により行うものとする。 

（評定結果の報告） 



 

第６条 検査員は、工事検査を終了したときは、評定の結果を速やかに契約担当者及び検査を命じ

た者に報告しなければならない。 

（評定結果の通知） 

第７条 市長は、別途定める鹿屋市工事成績評定通知実施要領（平成25年４月１日制定）に基づき、

評定結果を請負者へ通知するものとする。 

（評定結果の公表） 

第８条 第２条に規定する評定の対象となる工事については、毎月分をとりまとめて鹿屋市工事成

績評定結果台帳（別記第２号様式）に記載し、翌月末までに工事成績評定表により評定結果の公

表を行うものとする。 

２ 公表は、鹿屋市総務部財政課契約検査室（以下「契約検査室」という。）内における工事成績

評定表の閲覧により行うものとする。 

３ 公表は、閲覧に供した日の属する年度の翌年度の３月31日まで行うものとする。 

４ 閲覧をしようとする者は、鹿屋市工事成績評定結果閲覧簿（別記第３号様式）に必要事項を記

入の上、閲覧するものとする。 

（苦情への対応） 

第９条 評定結果を閲覧した者から苦情の申出があったときは、契約検査室において速やかに対応

するものとする。 

２ 苦情の申出への対応について必要がある場合は、鹿屋市工事成績評定評価委員会設置要領（平

成25年４月１日制定）第１条に規定する鹿屋市工事成績評定委員会の意見を求め、当該苦情の申

出者に回答するものとする。 

附 則 

この要領は、平成25年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成28年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和８年４月１日から施行する。 



 

別記 

第１号様式（第５条関係） 

 



 

第２号様式（第８条関係） 

 



 

第３号様式（第８条関係） 

 


